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（予堀深） 

１．０ｍを標準とする。 

 

（解説） 

現場条件及び施工方法等により、これにより難い場合は、別途考慮する。 

 

（基礎工） 

下水道施設計画・設計指針と解説前編（2019 年版）Ｐ313、Ｐ315 により次のとおりとする。 

（1）剛性管きょの場合（鉄筋コンクリート管等） 

  管きょ下の砂又は砕石基床厚：最小 100ｍｍ～200ｍｍまたは、管きょ外径の 0.2～0.25 倍 

（2）可とう性管きょの場合（硬質塩化ビニル管、リブ付硬質塩化ビニル管等） 

  管きょ下の砂又は砕石基床厚：最小 100ｍｍ～300ｍｍ 

 

（解説） 

管種、管径による砂又は砕石厚は次表を標準とする。 

 ただし、ダクタイル鋳鉄管を用いる場合や、現場条件（土質等）によりこれにより難い場合は、

別途考慮する。 

 

（1）鉄筋コンクリート管                        （単位：ｍｍ） 

呼び径 150～400 450～600 700～800 900～1000 1100～1200 

基床厚 100 150 200 250 300 

管上厚（被覆部） 300 

 

（2）硬質塩化ビニル管、リブ付硬質塩化ビニル管  （単位：ｍｍ） 

呼び径 100～200 250～450 500～800 

基床厚 100 150 200 

管上厚 100 

※カルバート工指針（平成 21 年度版）Ｐ192、Ｐ238 による 
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（立坑部の構造計算式）

　推進工法に関連する立坑（鋼矢板工法）の掘削深さによる土留めの構造計算式は、

次のとおりとする。

掘削深さ

３ｍ未満

３～１０ｍ未満

１０ｍ以上
注２）

　　　　　道路土工「仮設構造物指針」（平成１１年３月）P.28より

注１）

注２）

（解説）

　その他の工法等による立坑の設計にあたっては、下水道推進工法の指針と解説

（２０１０年版）を参考にすること。

（立坑部の最小根入れ長）

（解説）

建設工事公衆災害防止対策要綱は、公衆に係わる区域で施工する土木工事に適用される。

公道に管渠を埋設する一般の下水道工事は同要綱の適用となり、立坑の最小根入れ長は、

同要綱の第４６により３ｍとした。

慣用法
注１）

弾塑性法

慣用法では土留め壁の変形量を求めることができないため、近接構造物が存在し変形量を
求める必要がある場合は弾塑性法によるのがよい。

Ｎ値が２以下もしくは粘着力が２０kN/m2程度以下の軟弱地盤においては掘削深さがＨ＞８
ｍに対して適用する。

　建設工事公衆災害防止対策要綱（Ｈ５．１．１２制定）土木工事編により、３ｍとする。

土留めの応力・変形の計算法

小規模土留め設計法（慣用法）
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（薬液注入工法）

１．薬液注入の実施に際しては「薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針 (昭和49

　　年７月10日建設省）」に基づくとともに、土質、地下埋設物、地下水位等を十分考慮し、他の工法

　　との適否を比較のうえ適用する。 

２．注入範囲は基本的には計算で求める。ただし、その結果が最小改良範囲より小さい場合は最小

    改良範囲とする。

３．配列は正方形と帯状（千鳥）配置に区分される。

４．注入率は、基本として土質調査の密度試験により求まる間隙率（比）から算定する。

５．安全率は、１．５とする。ただし、特に重要な場合や土留壁のある立坑の底盤改良で土留壁と改

　　良地盤との付着力を考慮しない場合等は別途考慮する。

（解説）

２.について、推進工事の最小範囲は次のとおりにする。

(社)日本グラウト協会「薬液注入工 設計資料」(平成24年度版)P.30より

最小改良範囲(m）

D<1.0 1.0≦D＜2.0 2.0≦D＜3.0 3.0≦D＜4.0

B 1.0 1.5 1.5 2.0

H1 1.5 1.5 2.0 2.0

H2 1.0 1.0 1.5 1.5

※D：掘削外径

※推進時における最小改良長さLは、推進工法用設計積算要領

　によるものとする。　によるものとする。

３.について
(社)日本グラウト協会「薬液注入工 設計資料」(平成24年度版) P.34、
｢新訂 正しい薬液注入工法｣(2007年版) P.19より

正方形などのとき
正方形配置例

帯状のとき
帯状配置例
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